
公 告 

 

令和8年度 IT活用事業化伴走支援業務に係る委託候補者を決定するため、次のとおり企画

提案競技を実施する。 

 

令和８年４月８日 

公益財団法人しまね産業振興財団 代表理事理事長 馬庭 正人 

 

１ 企画提案競技に付する事業 

(1) 委託業務名 

令和8年度 IT活用事業化伴走支援業務 

(2) 目的 

島根県内の事業者が、ITの活用が見込まれる新たなサービス・製品の開発を図る取組み

について、専門家を配置し、顧客の抱える課題の仮説・検証、ビジネスアイデアの市場性

検証など事業創出の初期フェーズの伴走支援（以下、「伴走支援プログラム」という。）

を行うことで、成功確率を高め市場から求められる新たなサービス・製品の創出を図るこ

とを目的とする。 

(3) 仕様 

「令和8年度 IT活用事業化伴走支援業務 企画提案競技 仕様書」のとおり。 

(4) 委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日 

(5) 委託料上限額 

５，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 参加資格 

(1)単独の法人であること。 

(2)次の各号を満たす者であること。 

①当該事業を的確に遂行する能力を有すること。 

②地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第167 条の４第１項の規定に該当しない

者であること。 

③地方自治法施行令第167 条の４第２項各号に該当すると認められる事実があった後２

年を経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他使用人又は入札

代理人として使用する者でないこと。 

④消費税及び地方消費税について未納の税額（納期限が到来していないものを除く。）

がないこと。 



⑤島根県の区域内に事業所を有している者にあっては、島根県税の滞納（納期限が到来

していないものを除く。）がないこと。 

⑥島根県の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県

における都道府県税の滞納（納期限が到来していないものを除く。）がないこと。 

⑦会社更生法（平成14 年法律第154 号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成11年

法律第225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（同法に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、島根県が別に定

める手続に基づき、入札参加資格の受付がなされている者は除く。）でないこと。 

⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴

力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこ

と。 

(3) 企画提案募集説明会 

企画提案募集説明会は実施しない。 

(4)企画応募に関する質疑・回答 

①令和８年４月１５日（水）１２時までに、「質問書（様式２）」を電子メールによ

り、しまね産業振興財団ITイノベーションセンター（５ 企画提案競技に関する問合せ

先）に提出すること。送信後に必ず到着確認の電話を行うこと。（電話での質疑は受

け付けない。） 

②質問に対する回答は、令和８年４月１７日（金）までにホームページに掲載する。 

(5)参加表明書・企画提案書の提出方法 

① 提出書類 

新事業創出モデル伴走支援業務 企画提案競技 実施要領（以下、「企画提案競技実施

要領」という。）による。 

② 提出方法 

令和８年４月２８日（火）午後５時１５ 分までに、持参又は郵送（必着）により、

しまね産業振興財団ITイノベーションセンター（５ 企画提案競技に関する問合せ先）

に提出すること。 

※持参の場合の受付時間は、午前9時から午後5時15分（土、日、祝日除く。）までと

し、郵送の場合は、郵便書留に限る。 

③ 留意事項 

提案競技実施要領に記載する。 

 

(6)選定審査の実施 

選定審査は、別に設置する「令和8年度 IT活用事業化伴走支業務 委託候補者選定審査委

員会」（以下、「審査委員会」という。）において行う。 



なお、応募資格を有しない者又は委託料上限額を超える者は、失格とする。また、提案

者が多数の場合は、書面による事前審査を行うことがある。 

① 日時 

令和８年５月１２日（火）午後１時から午後５時まで【予定】 

上記日時は予定であり、詳細（日時、場所、提案競技順等）は、５月７日（木）まで

に、電子メールで通知する。 

② 実施方法 

現地開催。オンラインによる出席も可。 

③ 場所 

島根県松江市北陵町1番地 テクノアークしまね ２F会議室 

④ 委託候補者の決定 

選定審査結果１位の事業者を委託候補者とするが、１位の事業者が契約を辞退した場

合は、順次順位を繰り上げることとする。 

⑤ 選定審査結果の通知 

文書により、提案者に対してそれぞれ通知し、選定審査の経緯については、公表しな

い。また、選定審査結果に対しての異議は受け付けない。 

 

３ 契約等 

 ⑴ 受託予定事業者と委託内容について協議のうえ、委託料上限額の範囲内で委託契約

を締結する。契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 委託契約の締結にあたっては、地方自治法及び島根県会計規則をはじめとする諸規

程が適用される。 

 ⑶ 契約金額については、採択決定後、委託契約候補者から改めて見積書を徴取し、予

定価格の範囲内において決定する。 

 

４ その他 

(1) 本提案競技において提出された書類等は、他の目的には使用しない。また、事業終

了後においても一切返却しない。 

 

５ 企画提案競技に関する問合せ先 

〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地 

公益財団法人しまね産業振興財団 

ITイノベーションセンター 担当 雪吹、安食 

電話 0852-61-2225 

ﾌｧｸｽ 0852-61-3322 

電子メール itoc@s-itoc.jp 


